
資料３－１ 

［報告事項］ 

   

津波浸水区域被災住宅小規模補修補助金交付事業、復興公営住宅等移転補助金交付事業

の終了について 

 

【背景等】 

  平成３１年度第２回被災者自立再建促進対策本部において、申請期間の延長について

審議、承認を得た補助金交付事業について、事業目的を概ね達成したことから、それぞれ

の要綱に定める申請期間をもって終了とする｡ 

 

① 津波浸水区域被災住宅小規模補修補助金交付事業 

  申請期間：平成３０年５月１日～令和２年３月１５日 

 周知方法：支援員等による訪問周知及び相談支援（資料３－２）、 

       市ホームページ、市報 

 実  績 

年 度 件 数 交付額 備 考 

平成３０年度 617 件 320,964,688 円  

令和元年度 193 件 100,407,481 円 R1.12末現在 

計 810 件 421,372,169 円  

   

② 復興公営住宅等移転補助金交付事業 

申請期間：平成２６年７月１日～令和２年３月３１日 

周知方法：市ホームページ、市報、退去手続き等に当該世帯へ直接周知 

そ の 他：市内の復興公営住宅については、平成３１年３月末に全て完成、プレハ

ブ仮設住宅も１月１７日の退去をもって閉鎖となり、現在、みなし仮設

住宅入居の６世帯についても、住宅再建が３世帯、県外復興公営住宅入

居予定３世帯となっており、対象となる世帯については転居済みとなっ

ている。 

実  績 

年 度 件 数 交付額 備 考 

平成２６年度 130 件 13,000,000 円  

平成２７年度 884 件 85,163,000 円  

平成２８年度 1,004 件 97,302,000 円  

平成２９年度 486 件 47,748,000 円  

平成３０年度 366 件 34,729,000 円  

令和元年度 46件 4,371,000 円 R1.12末現在 

計 2,916 件 282,313,000 円  

 

 

 

 


